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会員組合や組合員企業の課題解決に向けた支援を行いました
� ～令和2年度の取り組みから～
本会では、「強い組合・強い企業づくり」の実現に向けて、会員組合や組合員企業の課題解決に役立つ各種支援事業を実
施しました。
本号では、実施事業の内容や事業実施により得られた成果の一部をご紹介します。

■背景・課題
全国有数の酒どころである本県では、酒造りの副産
物として大量に産出される「酒粕」の有効活用が長年
の課題となっています。本会が酒造会社を対象に実施
したアンケートによると、酒粕の半数は食用として活
用されていますが、残りは家畜飼料になったり、廃棄
されたりしていることがわかりました。
■事業内容
酒粕がもつ豊富な栄養素や期待される健康効果に
着目し、その特徴や魅力をいかに消費者に伝えるかに
ついて研修会を開催した他、廃棄を減らし、特産品の
創出につなげるため、酒粕を使った商品を販売する企
業や酒造会社のテストマーケティングを行いました。
研修会ではマーケティングの基礎や商品展開、商品のブランディングや売るためのアイデアについてグループワー
クを交えながら学び、テストマーケティングでは、トピコと県産品プラザを会場に「あきた酒粕フェア」を実施し
ました。
■事業実施により得られた成果
テストマーケティングにおいて実施したアンケートにより、酒粕には固定的なファンがいる一方で、若年層では
食材としての認知度が低いことがわかりました。
今後は、食料品製造業者や卸・小売業者で組織されている団体等と連携し、商品開発やイベント等の継続を検討
することとしています。

特産品創出プロジェクト事業

テストマーケティングの様子
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トータルサポートアドバイザー事業
経営基盤・企業競争力の強化や新たな市場の開拓等、事業活動促進を目的とした中小企業者からの相談に対し、
課題解決を図るため、専門家を活用した集中的な支援を行いました。
  企業組合みんなのやさい畑の取組事例
■背景・課題
駅ビルで農産物や加工品、お土産品の販売を行っています。ビルの
改装に伴い売場面積が減少したため、売上分析に基づく商品ライン
ナップを検討しましたが、コロナ禍で駅周辺への来訪者が激減した
ことに加え、運営責任者の退任に伴い、新たな運営体制を早期に構築
することが必要になりました。
■事業内容
ストアコンセプトの策定とそれに基づく店舗レイアウトや広告宣
伝について、専門家を招き、実地指導等のアドバイスを行いました。
■事業実施により得られた成果
店舗において、実地による改善提案等の指導を行ったことで、店舗スタッフにとっては売場づくりのイメージが
しやすい内容となりました。

店舗における実地指導の様子

■背景・課題
本県では、女性のみを対象とした気軽に参加できる起業セミナー
が少なく、女性の起業促進の機会が十分確保されていない状況にあ
ります。
■事業内容
県内で起業を検討している、または関心のある女性を対象とした
起業支援セミナーを4回にわたり開催し、起業の流れや成功のヒント
をはじめ、起業者の体験談や起業時に必要となるIT活用法のほか、企
業組合制度の紹介など、幅広い内容を取り上げました。
■事業実施により得られた成果
受講者の約半数に起業の意思があり、そのうち数名が企業組合に
よる起業を検討しており、相談があった際には継続的に支援していくこととしています。

女性起業支援事業

セミナー受講の様子

■背景・課題
県産木材を使った木工製品の魅力アップや国内外への販路拡大が
課題となっており、県産家具等のブランド力向上を図るため、商品力
向上プロジェクト「ORAe（おらえ）」の支援を行うこととしました。
■事業内容
「ORAe」プロジェクト参加企業を対象に、「アキタファニチャー」
の試作品開発や改良、PR活動に取り組むため、研修会を実施し、ビ
ジョンやコンセプト、デザインについて情報を共有しました。また、
商品の試作・開発に向けて、先進事例を学んだ上で、普段使いの家具
等の製品を揃えた「アキタファニチャー」の商品やコンセプトを広く
発信する展示会を開催しました。
■事業実施により得られた成果
事業の集大成として開催した展示会には多くの人が来場し、各メディアに取り上げられたことから、十分なPRが
できた他、多彩な商品群を紹介する「ORAe公式ホームページ」を開設し、製品の注文や問合せに対応できる体制を
構築できました。

県産家具等販路拡大支援事業

製品の展示の様子
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ガソリンのギフト券

新登場

ガソリンのギフト券ガソリンのギフト券
ご案内

自動車ユーザーへのサンクスギフトに。
使い勝手がよく、品物より「もらって嬉しい」と喜ばれる商品券。
「ガソリンのギフト券」はお車に乗られるお客様への最適なプレゼントになります。

自動車ユーザー向けの
ギフト

レンタカーやカーシェアの
利用特典

成約、買取査定、車検受付
などのノベルティ

ご来店いただいた
お客様へのお車代

各種イベントの
景品

活用方法は多種多様。
さまざまなシーンで貴社の
ビジネスをサポートします。

の

ガソリンのギフト券の取扱いを開始
秋田県石油商業協同組合

組合の紹介と事業の背景
秋田県石油商業協同組合は、県内の
石油販売事業者によって組織され、共
同購買や共同受注等の事業を実施して
います。
特に、共同受注事業では、官公需適
格組合として、国の出先機関や県及び
県内12市町等計74カ所と契約して、
燃料の納入を行っています。
本組合の燃料納入は、品質保全、納
入期日の履行の他、各種手続き等にか
かる事務的コストの削減、請求の細分
化、代金決済一本化などのメリットが
多くあり、事務作業の軽減につながる
ことから、多くの官公庁から重宝され
ています。
一方で、後継者不在や施設・設備の
老朽化による廃業が相次いでおり、組
合員が減少していることから、組合員
企業の販売機会の拡大を図るため、こ
のたび、ガソリンのギフト券の取扱い
を始めました。

取組内容
ガソリンのギフト券は、全国石油業
共済協同組合連合会（以下「全石連」）
が発行する商品券であり、組合員が運
営する店舗（サービスステーション
（SS）・燃料店）で取り扱う石油製品、
商品、サービスと幅広く交換できる「商

品券」です。
利用可能な取扱店については石油組
合の組合員に限定し、発行券種は額面
1,000円の紙ギフト券のみとし、1枚
1,100円で販売しています。
石油組合の組合員全てが取扱店と
なっているわけではなく、事業に参加
する組合員店舗（SS・燃料店）約250
店のみで利用でき、対象となる商品や
サービスは店舗によって異なります。
取扱店では、ポスターを掲示するほ
か、ガソリンの計量器周辺に利用上の
お願いを記したPOPを掲示することと
しています。
本券は、窓口である石油組合を通じ
て、全石連が販売しており、全石連が
運営するWEBサイトからも購入申込
ができます。

期待される効果と今後の活動
ガソリンのギフト券の発行により、
ギフト市場での普及を図るとともに、
取扱店を増やすことで自動車ユーザー
向けのギフト品としての認知度を上
げ、利便性を高めていくこととしてい
ます。
この他、組合では災害発生時におけ
る石油パニック買いへの備えとして、
「満タン＆灯油プラス1缶運動」を推奨
し、周知していく方針です。

【秋田県石油商業協同組合】
▶所  在  地／秋田市山王三丁目
　　　　　　　　　　　　7番21号
▶代表理事／安井　信英
▶組合員数／242名
▶主な事業／共同受注事業、
　　　　　　共同購買事業
▶設　　立／昭和28年10月

組合･企
業
探訪

［ガソリンのギフト券 公式サイト］

https://gasoline-gift.zensekiren.or.jpWEBサイトWEBサイト

検索
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全国及び東北・北海道ブロックとの景況DI値の比較

秋田県 全　国 東北・北海道

全　　体 −43.3 −41.5 −40.6

製��造��業 −50.0 −41.4 −37.9

非製造業 −38.9 −41.5 −42.0

景況天気図

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】
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 前年同月比のDI値をもとに
 作成しています。
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景況レポート／3月分（情報連絡員60名）
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景況DI値は回復傾向にあるが明暗がわかれる

概況（全体）
3月分の県内景況は、前年同月と比較して景況が「好転」したとする向き
が6.7％（前回調査0％）、「悪化」が50.0％（同68.3％）で、業界全体のDI
値は－43.3となり、前月調査と比較し25.0ポイント回復している。
全国及び東北・北海道ブロックの景況DI値も前月と比較すると回復傾向
の動きを示しており、緊急事態宣言の解除等による生産活動や消費活動の
向上がみられる。
しかしながら、新型コロナウイルスの収束は依然としてみえず、収益面や
資金繰り面で引き続き悪影響を受けている。

業界別の状況
緊急事態宣言の解除を受け、製造業においては受注減の底打ち感から、業
況を「悪化」と回答した業種割合が減少し、「不変」とする回答が増加した。
また、非製造業においては、業況を「悪化」と回答する業種・業界は依然
として多いものの、一部においては「好転」と回答するところもあり、明暗
が分かれてきている。しかし、「好転」の兆しを感じつつも、新型コロナウイ
ルスの感染は拡大していることから、先行きが見通せない業種が多いとみ
られる。
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業 界 の 声

※�DI値とは、Diffusion�Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、減少（悪化）したとする企業割合
を差し引いた値です。

◉製造業� （回答数：24名　回答率：100％）

【食料品（豆腐）】
学校給食については従来の納品数に戻っているが、一般の飲食店やホテル等の需要が回復せず売上は昨年並みとなった。

【食料品（パン）】
4月から食料油が値上りしており、小麦粉も間もなく値上げとなる。今後は原材料価格の上昇が懸念される。

【繊維工業（ニット）】
春夏物の発注量、価格ともに前年を下回っており苦しい運営が続いている。医療用ガウンの生産も3月で終了し、4月以降の生
産ラインを埋められない状況である。

【木材・木製品（一般製材）】
コロナの影響により停滞していた住宅着工件数が回復してきている。さらに外材（ホワイトウッド等）の輸入量が激減してい
ることから、国産材の需要が高まっている。

【窯業・土石製品（生コンクリート）】
3月の出荷数量は前年同月比103％。4月～3月累計で93.6％。今年度は大館北秋、秋田県南地区が前年を下回った。特に全県
の出荷数量の4割近くを占める秋田県南地区が前年比70.7％と大雪の影響も重なり大幅減となった。

【鉄鋼・金属（鉄鋼）】
原材料価格（鉄、ステンレス等）が上昇している。オリンピック需要終了後は、関東圏での建築工事が減少し、価格競争での受
注も見受けられ、今後は材料価格の推移状況を注視しながら、受注価格を検討する必要がある。

【一般機器（金属加工）】
受注は上向き傾向で、一時帰休しているところはない。本格稼働とはいえないものの、底を脱した感はある。

【その他の製造業（曲げわっぱ）】
新型コロナウイルスの影響により、売り上げ不振が続いている。特にイベントや観光地での落ち込みが深刻である。しかし、
ふるさと納税が堅調に推移しており、返礼品としての需要が売上に貢献している。

◉非製造業� （回答数：36名　回答率：100％）

【卸売業（古紙）】
前年が緊急事態宣言下で減少していたこともあり、全回収量は昨年より4.7％（24,400kg）増加した。また、1月と2月が寒かっ
た事も影響したと考えられる。

【小売業（みやげ品）】
本来、3月は観光客が多い時期であるが、大都市圏での緊急事態宣言により、観光客は少なく、コロナ以前の売上の10％程度
の実績であった。（県南地区）

【小売業（自動車）】
3月の新車販売台数は登録車3,478台（99.9％）、軽自動車3,093台（108.8％）、合計6,571台（103.9％）であった。

【商店街】
春のまちゼミ（第2回）が終了したが、参加人数はやや減少であった。期間中首都圏のコロナ増や変異種の報道もあり、警戒感
が感じられた。（県北地区）

【サービス業（旅行）】
国内・海外とも取扱の実績はなかった。グループ用の「秋田の旅再発見」もコロナ不安で申し込みが無い状態である。

【サービス業（タクシー）】
一部地域では、自治体から移動困難者（高齢者や妊婦、免許返納者等）への交通支援金があり、その使用期限が3月末だったた
め利用者が増えたが、繁華街からの利用は壊滅的な状況である。

【建設業（電気工事）】
事業所の規模の大小に限らず、人手不足もあり電工は多忙であった。また、引き込み線工事も増えており、一般住宅の着工が
増えてきているものと思われる。（中央地区）

【運輸業（トラック）】
例年、年度末は荷動きが良い時期ではあるが、今年度は、往復の輸送貨物量が安定していないため低調に推移した。売上は前
月、前年同月ともに微増となっているが、燃料価格の値上げが影響し収益は減少している。燃料の価格の上昇は4月以降も続
く見通しである。（県南地区）
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中小企業組合等 支援施策情報

令和3年度の秋田県支援施策をご紹介します
小規模企業者元気づくり事業　〜小規模企業者の経営革新や事業拡充等に向けた取組を支援〜

小規模企業者の経営革新や、事業拡充に向けた取組に
対して補助することで、小規模企業者の経営基盤強化を
図ります。

補助対象者
県内に事業拠点を有する小規模企業者で、本事業を活
用して補助対象事業に取り組もうとする者

補助対象事業
① 販路拡大（商談会への参加など）
② ICTの導入による付加価値・生産性の向上
　（ホームページ開設、管理システム導入など）
③ 新商品・サービスの開発
　（3Dプリンターを導入しての新商品開発など）

補助率
① 一般枠：1／2 （グループの場合は2／3）
② 特別枠（※）：3／4
　※ 特別枠は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、売上高等が20％以上減少している小規模企
業者が対象。

補助額 上限100万円

補助対象となる経費
機械装置購入費、新商品等開発費、展示会出展費、
広告費　等

補助期間 交付決定日～令和3年12月31日

募集期間
令和3年5月10日（月）～5月31日（月）
※最終日の午後5時必着

応募書類の提出
窓口は商工団体等となっており、本会会員組合や組合
員企業の皆様は、本会が書類提出やお問い合わせの窓口
となります。
本会では事業計画の策定から実施後のフォローアップ
まで一貫して支援致しますので、お気軽にお問い合わせ
下さい。

【お問い合わせ先】
　本会商業振興課　TEL 018-863-8701

かがやく未来型中小企業応援事業（製造業）　〜競争力強化を図る企業の新たな取組を支援〜

意欲を持って、自社の生産性の向上と競争力の強化を
図ろうとする県内中小企業の新規性の高い取組をソフ
ト・ハード両面から支援します。

補助対象者
県内に事業拠点を有し、製造業を営む中小企業者

補助対象事業
県内で製造業を営む中小企業者等が、自社の強みや
IoT等先進技術等を活用し、自社の生産性向上や企業競
争力強化を図るために行う、次に掲げるいずれかの取組
を支援します。
① 新商品の開発・生産、新たな販路の開拓
② 新たな生産方法の導入
　（付加価値額年率2％向上の事業計画）
③ 新分野進出

補助率 1／3以内

補助額 上限500万円

補助対象となる経費
商品開発、販路拡大、人材育成、専門家活用、
機械器具等の導入、その他取組に必要な経費等

補助期間 交付決定日から12カ月以内

募集期間
第1回募集： 5月10日（月）～6月15日（火） 

※最終日の午後5時必着
第2回募集： 第1回の申込状況により 

別途お知らせします。

応募書類の提出
郵送、持参、電子メール、または補助金システム「Jグ
ランツ」のいずれかで受け付けます。
応募書類様式は県ウェブサイトの産業労働部地域産業
振興課のページからダウンロードできます。

【お申し込み先・お問い合わせ先】
　秋田県産業労働部　地域産業振興課　地域産業活性化班
　TEL 018-860-2231　FAX 018-860-3887
　E-mail　induprom＠pref.akita.lg.jp
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かがやく未来型中小企業応援事業（非製造業）　〜非製造業分野で行う新たな取組を支援〜

業態転換環境整備支援事業　〜新たな生活様式に対応した業態へ転換する取組を支援〜

更なる成長を目指す中小企業が行う自社の強みやIoT
等の先進技術を活かした新規性の高い取組を支援します。

補助対象者
秋田県内に事業拠点を有し、かつ県内で1年以上事業
実績がある中小企業者（非製造業）

補助対象事業
製造業以外であって、自社の強みやIoT等の先進技術
を活かした次のいずれかに該当する新規性の高い事業
① 新商品・サービスの開発、生産、販売
② サービス提供プロセスの改善等による生産性向上
③ 新分野進出

補助率 1／3以内 （グループの場合2／3）

補助額 上限500万円

補助対象となる経費
補助対象事業の実施に係る経費
（設備導入費、広告宣伝費　等）
※ 経常的経費や建物の改修費等、補助対象外となる経
費もあります。

補助期間 交付決定日から12カ月以内

募集期間
令和3年5月10日（月）～6月9日（水）
※最終日の午後5時必着

応募書類の提出
郵送又は持参により受け付けます。
応募書類様式は県ウェブサイトの産業労働部商業貿易
課のページからダウンロードできます。

【お申し込み先・お問い合わせ先】
　秋田県産業労働部　商業貿易課　商業・創業支援班
　TEL 018-860-2244
　E-mail　com-tra＠pref.akita.lg.jp

非対面型・非接触型など新たな生活様式に対応した販
売方法やサービスの提供方法を変更又は追加する取組を
支援します。

補助対象者
県内に事業拠点を有し、1年以上事業実績がある中小
企業者（非製造業）

補助対象事業
非対面型・非接触型など新しい生活様式に対応した販
売方法やサービスの提供方法を変更又は追加する取組
【取組例】
・店内飲食からテイクアウトや移動販売等への転換
・店頭販売からECサイトを活用した提供方法への転換

補助率 1／2以内 （グループの場合2／3）

補助額 100万円

補助対象となる経費
補助対象事業の実施に係る経費
（建物改修費、設備導入費、広告宣伝費　等）
※経常的経費など補助対象外となる経費もあります。

補助期間 補助交付決定日～令和4年2月28日

募集期間
第1回　 令和3年4月1日（木）～5月31日（月） 

※最終日の午後5時必着
第2回　令和3年7月中旬～9月中旬

応募書類の提出
郵送又は持参により受け付けます。
応募書類様式は県ウェブサイトの産業労働部商業貿易
課のページからダウンロードできます。

【お申し込み先・お問い合わせ先】
　秋田県産業労働部　商業貿易課　商業・創業支援班
　TEL 018-860-2244
　E-mail　com-tra＠pref.akita.lg.jp
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組合相談
コーナー

『 役付理事選定のための理事会開催について 』

『 総会開催時期の延期手続きについて 』

〈留意点〉
総会において役員選出を行った後、総会を一時中断し、新たに選出された就任前の理事による理事会を開催し
て役付理事を選定することは、議決に参加できる資格がない者による不適切な理事会手続きとされるため、代表
理事変更の登記申請が受理されないおそれがあります。
ただし、総会開催時、現任の理事と新たに選出された理事が全員同一の場合（一切の変動がない場合）は、現任
の理事の地位によって就任後における役決めを「予選」する理事会を開催することは妨げられていません。

　少人数の本人出席者で総会（※）を行った当日に役付理事を選定
したい場合、どのように対応すればよいか？
※�総代会規定を設けている組合員200人超の組合は、以下「総会」を「総代
会」と読み替えて下さい。

①�総会が終了した当日に、代表理事（理事長）をはじめとした、いわ
ゆる役付理事の選定のための理事会を開催する場合
➡�新任の理事全員に招集手続き省略の同意を得るとともに、理事会
の定足数（理事の過半数）を満たすことが必要です。
②�定足数を欠く場合（理事の過半数の本人出席がない場合）や招集
手続き省略の同意が得られなかった場合
➡�後日、改めて役付理事選定のための理事会を開催する必要があり
ます。その場合は、みなし理事会（持ち回り決議）により実施する
ことも可能です。

　事前手続きが進んでいないため、総会の開催時期を延期したいが、どのような手続きをと
る必要があるか？

　定款に定める期間内に通常総会を開催することができない状況が生じ、やむを得ず延期を
検討する場合には、認可行政庁と相談して延期について了承を得てください。
　延期の手続きについて中協法上の定めは特にありませんが、少なくとも理事間で共有する
とともに、組合員には、定款記載の招集期限以内に開催できず延期すること及びその理由を
文書にて通知するなど、可能な方法によって知らせることが望まれます。
　そして、通常総会を開催することが可能な時点で直ちに実施してください。延期した総会
の実施にあたっては、総会の開催を決定する理事会を開催した上で、定款に従って、招集通知
を発してください。
　組合等の規模、組合員の分布状況（地区）、定款規定などにより対応が異なりますので、ご
不明な点は、中央会にご相談ください。
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話題の広場

話題の広場

決算関係書類提出書等における
押印が不要になりました
行政手続における押印を求める手続の見直しに伴
い、令和2年12月28日に中小企業等協同組合法施行
規則、中小企業団体の組織に関する法律施行規則及
び商店街振興組合法施行規則の一部が改正され、決
算関係書類提出書等の押印が不要となりました。

※不要となった主な書類は次のとおりです。
◦決算関係書類提出書
◦役員変更届書
◦定款変更認可申請書
◦解散届書

ただし、他の法令で押印が求められている場合は、
従来通り押印が必要となります。そのため、登記申請
に関する書類については、押印が必要となります。
また、定款で押印が規定されている理事会議事録
等についても、従来通り、押印が必要となります。
なお、押印が不要とされた上記書類について、従来
通り、押印のうえ書類を提出することは問題ありま
せん。

秋田県
秋田県雇用維持支援金の
対象期間を延長します
県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、
事業活動の縮小を余儀なくされ、国の雇用調整助成金
を活用し、県内の事業所で雇用環境の維持に努めてい
る中小企業事業主に対し、支援金を支給します。

◆募集期限　　令和3年7月30日（金）
※当日消印有効
※電子申請の場合は最終日の17時まで

◆申請要件
以下の①～⑤を全て満たす者となります。
①中小企業事業主
　※個人事業主も含まれます。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活
動の縮小を余儀なくされ、令和3年1月1日から4
月30日までの期間に休業、教育訓練又は出向を
実施した事業所（以下「対象事業所」という。）に
ついて、秋田労働局長から雇用調整助成金又は緊
急雇用安定助成金の支給決定を受けていること。

③ 対象事業所が秋田県内に所在し、申請日以降も事
業を継続し、雇用を維持する意思があること。

④ 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第
19条に基づく破産手続き開始の申立てがなされ
ていないこと。

⑤ 申請事業主の代表者、役員、又は使用人その他の
従業員若しくは構成員等が、秋田県暴力団排除条
例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規
定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたって
も該当しないこと。また、上記の暴力団及び暴力
団員が申請事業主の経営に事実上参画していな
いこと。

◆支援金額
本支援金は、秋田労働局から支給決定を受けた雇用
調整助成金・緊急雇用安定助成金の事業所単位で、支
給します。
支給決定を受けた当該助成金の判定基礎期間の回
数に基づき、1回は10万円、2回は20万円、3回以上は
30万円として、1事業所あたりの上限額は30万円で
す。ただし、1事業所あたりの上限額は、30万円から令
和2年度に支給を受けた支援金額を差し引いた金額と

従たる事務所の所在地における
登記が廃止されました
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律が令和3年3月1日に施行さ
れ、中小企業等協同組合法が改正されました。
これにより、これまでは主たる事務所の所在地を
管轄する法務局とは別に、従たる事務所の所在地を
管轄する法務局に対しても登記する必要がありまし
たが、今後は主たる事務所の所在地を管轄する法務
局に対してのみ登記することとなりました。
なお、従たる事務所の所在地における登記が廃止
されただけで、主たる事務所の所在地において従た
る事務所の登記は行いますのでご留意ください。
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話題の広場

話題の広場

及び暴力団員が申請事業者の経営に事実上参画
していないこと。

◆支給額
令和元年度の事業収入－令和2年度の事業収入
※上限額50万円

◆申請受付期限
令和3年6月30日（水）　当日消印有効

◆申請方法
郵送にて受け付けます。
※ 支給要綱及び申請書類様式は県ウェブサイトの
産業労働部産業政策課のページからダウンロー
ドできる他、産業政策課（県庁第二庁舎3階）に
も設置しています。

〈申請先〉
〒010-8572　秋田市山王三丁目1-1
秋田県産業政策課
秋田県人格のない社団等事業継続支援金
申請受付

【お問い合わせ先】
秋田県産業労働部産業政策課　企画班
TEL：018-860-2214
受付時間：午前9時～午後5時（平日のみ）

なります。すでに30万円を受給している事業所は対
象外となりますのでご留意ください。

◆申請方法
郵送または電子申請によります。
秋田県雇用維持支援金申請要領及びQ＆Aを参照
のうえ、申請してください。
なお、申請書類は、県ウェブサイトの産業労働部雇
用労働政策課のページよりダウンロードできる他、
県庁第二庁舎1階ロビー及び各地域振興局へ備え付
けています。
【お問い合わせ先】
秋田県雇用関係給付金センター専用ダイヤル
TEL：018-860-2331
受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日は除く。）

中央会からのお知らせ
秋田県中小企業団体中央会の令和3年度通常総会
は、下記のとおり開催いたします。
なお、正式な総会開催のご案内は、新型コロナウイ
ルスの感染状況を踏まえながら総会資料を同封の上、
後日発送する予定です。

令和3年度通常総会

開  催  日／6月17日（木）
開催場所／ホテルメトロポリタン秋田
　　　　　（秋田市中通七丁目2番1号）

秋田県
秋田県人格のない
社団等事業継続支援金について
県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
により、経営状況が悪化している人格のない社団等
（みなし法人）の事業継続を支援するため、事業全般
に広く使える支援金を支給します。

人格のない社団等とは
　法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第1項

第8号に規定する「法人でない社団又は財団で代

表者又は管理人の定めがあるもの」のことです。

【例】農産物直売所、食品加工所、観光協会など

◆支給要件
① 秋田県内に本店又は主たる事務所を置き、令和
元年以前から収益事業を行い、秋田県内の納税
地を所轄する税務署長あてに法人税等の申告を
行っており、今後も事業を継続する意思がある
こと。

② 新型コロナウイルス感染症の影響等により、令
和2年度の事業収入が、令和元年度の事業収入と
比較して20％以上減少していること。

③ 代表者又は管理人、構成員等が、秋田県暴力団排
除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2
号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来に
わたっても該当しないこと。また、上記の暴力団
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「健康経営優良法人」に、
5年連続で認定されました。
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おかげさまで 創立75周年
今までも、そして これからも「夢人間集団」
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